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○ 平成30年台風第21号、令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風等では、既往最高潮位や既往最大有義波高を更新す
るなど、近年、台風被害が激甚化・頻発化している。

平成30年台風第21号

令和元年房総半島台風
令和元年東日本台風

神戸港

大阪港

和歌山下津港

横浜港金沢地区

横浜港本牧地区

川崎港

高潮浸水で火災が発生した
コンテナターミナル 海底トンネルへの高潮浸水

フェリーターミナルの被害倒壊した荷役機械

高波による護岸倒壊 越波による建物損壊

高波で押し上げられて破損
した桟橋

高波で破損した管理棟

高波による護岸倒壊

高波による護岸倒壊

高波で浸水した工業団地
被害額384社約250億円
（大企業や一部事業者を除く）

支払保険金約１兆円(台風全体の被害)
(出典)一般社団法人日本損害保険協会

房総半島台風 支払保険金約5千億円
東日本台風 支払保険金約6千億円
(各台風とも台風全体の被害）
(出典)一般社団法人 日本損害保険協会

激甚化・頻発化する台風災害

・平成30年台風第21号では、大阪港、神戸港、尼崎西宮芦屋港において、
既往最高潮位（第２室戸台風）を超える潮位を観測。

・高潮等により、全国14道府県で住宅損壊（全壊・半壊）被害約700戸
が発生。

高潮による浸水（兵庫県芦屋市）

・令和元年房総半島台風では、各地
で既往最大を上回る最大風速・
最大瞬間風速を記録。

・横浜港（福浦地区）では、高波に
よる浸水により483事業所が被災。

・令和元年東日本台風では、関東甲
信・東北地方の広い範囲で記録的
な降水量や最大瞬間風速を観測。

・東海～伊豆にかけて既往最高潮位
を観測。

高波による護岸倒壊（神奈川県横浜市） 高潮による浸水（神奈川県横浜市）
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大規模地震・津波発生の切迫性

（出典）地震調査研究推進本部事務局（文部科学省研究開発局地震・防災研究課）
活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧（２０２２年１月１日での算定）を元に海岸4省庁作成
ＵＲＬ：https://www.jishin.go.jp/main/choukihyoka/ichiran.pdf

根室沖
（M7.8~8.5程度）

80%程度

青森県東方沖及び岩手県沖北部
（M7.0~7.5前後）
90%程度以上

宮城県沖
（M7.0~7.5程度）

90%程度

茨城県沖
（M7.0~7.5前後）

80%程度

日本海溝寄りのプレート間地震
（津波地震等）（Mt8.6~9.0前後）

30%程度

首都直下地震（M6.7~7.3）
70%程度

南海 トラフ地震
（M8~9クラス）

70~80%

安芸灘~伊予灘~豊後水道のプレート
内地震（M6.7~7.4）

40%程度

秋田県沖の地震
（M7.5程度）

3%程度以下

佐渡島北方沖の地震
（M7.8 程度）

3~6%

色丹沖及び択捉島沖
（M7.7~8.5前後）

60%程度

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

○ 平成23年3月の東日本大震災の津波では、東北地方を中心に約18,000名以上の死者・行方不明者が発生。
○ 今後30年以内に、南海トラフでM8～9クラスの大地震が発生する確率は70～80%程度、M7程度の首都直下地震が発生する
確率は70%程度と想定されるなど、大規模地震及び津波の発生の切迫性が高まっている。
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気候変動適応計画（抜粋）（令和3年10月22日閣議決定）

2018 年10 月にIPCC（気候変動に関する政府間パネル）により公表された「1.5℃の
地球温暖化：気候変動の脅威への世界的な対応の強化、持続可能な開発及び貧困

撲滅への努力の文脈における、工業化以前の水準から1.5℃の地球温暖化による影
響及び関連する地球全体での温室効果ガス（GHG）排出経路に関するIPCC 特別報
告書」（1.5℃特別報告書）では、将来の世界の平均気温上昇が1.5℃を大きく超えな
いようにするためには、2050 年前後には世界の二酸化炭素排出量が正味ゼロになっ
ている必要があると示されている。我が国においても、2050 年カーボンニュートラルと
整合的で野心的な目標として、2030 年度に温室効果ガスを2013 年度から46％削減
することを目指し、さらに、50％の高みに向けて挑戦を続けることとしている。しかしな
がら、2050 年カーボンニュートラル実現に向けて気候変動対策を着実に推進し、気温
上昇を1.5℃程度に抑えられたとしても、熱波のような極端な高温現象や大雨等の変
化は避けられないことから、現在生じており、又は将来予測される被害を回避・軽減す

るため、多様な関係者の連携・協働の下、気候変動適応策に一丸となって取り組むこ

とが重要である。

気候変動対策として緩和策（温室効果ガスの排出削減等対策）と適応策は車の両輪

であり、政府においては、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10 年法律第
117号）及びそれに基づく地球温暖化対策計画並びに適応法及び本計画の二つの法
律・計画を礎に、気候変動対策を着実に推進していく。

はじめに

（中略）
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